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河瀬総務部長に「２０２２年賃金確定要求書」を提出

２０２２賃金確定要求書を提出

２０２２確定交渉の日程
総務部長 ･教育長交渉

第１回交渉 １１月 ９日（水）10:15－12:00

第２回交渉 １１月１８日（金）13:15－14:15

人 事 課 長 交 渉（現業・会計年度職員、女性・青年の課題での交渉）

現業・会計年度職員交渉 １１月１１日（金）14:45-16:00

青年・女性交渉 １１月１６日（水）13:15-14:30
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長引くコロナ禍で奮闘する職員を励ますために
全世代に及ぶ賃金改善、一時金コロナ前水準の回復
長時間労働の是正と人員増､会計年度職員の処遇改善

県職場においては、長引く新型コロナウイルス感染症への対応

などにより長時間労働が高止まりし、多忙な状況が継続していま

す。また、メンタル不調の増加、幹部職員のパワーハラスメント

事案の発生など危惧すべき事態が生じています。このような局面

にあっても、県民の命と健康を守るために、使命感をもって奮闘

しているのが県関係職員の実状です。

一方、滋賀県人事委員会は１０月１４日、初任給および若年層

職員を中心とする給与改定を行うとともに、国と同様に一時金を

０.１０月引上げるとする勧告を行いました。このことはコロナ禍

で奮闘してきた職員の頑張りに一定応えるものとなりますが、中

高齢層職員を含め全世代の給与改定には至らず、不満な内容と言

わざるを得ません。

地方公務員共闘会議（自治労県職と滋賀県教職員組合で構成）

は１０月２１日、今年度の「賃金確定要求書」を知事と教育長あ

てに提出し、県関係職員の厳しい職場環境や生活実態を直視し、

要求の実現に向けた積極的な措置を講じるよう強く求めました。

要求書を受けた河瀬総務部長は、「要求内容や人事委員会勧告を

しっかり受け止めてどのようにすべきかを検討し、真摯に対応し

たい」と応じました。

以下の日程のとおり確定交渉をスタートさせますので、各職場

からの積極的な参加・協力をお願いします。

主な要求項目
〇物価高騰等の厳しい生活実態を改善し職員の頑張りに応えるた

め、基本給および諸手当の月例給与水準を大幅に引上げること。

〇一時金の現行支給月数（年間4.3月）を新型コロナ禍前の水準に

回復させること。また、成績率の拡大を行わないこと。

〇扶養手当について、子に係る手当額を上限額1万円へ早期に引上

げること。

〇通勤手当について、ガソリン価格の高騰を踏まえ実費全額支給

を基本に手当額を引上げること。

〇県行政や教育を支える意欲ある人材を確保するため初任給や青

年層賃金を大幅改善すること。

〇すべての在職者に定年まで職務に見合う賃金を保障するため、

５５歳昇給停止の撤廃や思い切った号給延長を行うこと。

〇新型コロナウイルス感染症対応の長期化をはじめとする、長時

間労働の是正やゆとりある職場を実現するため、職員定数増を

図り、適正な人員配置を行うこと。

〇年次有給休暇について、少なくとも平均で年間１４日以上の取

得実績が得られるよう実効策を講じること。働き続ける中高年

層をリフレッシュするため新たな休暇制度を創設すること。

〇人事評価制度の運用については、無用な競争主義に陥らないよ

う適切な運用を図ること。国で本年10月より実施している評価

区分の細分化に追随しないこと。

〇仕事と育児や介護との両立支援制度について十分な活用が図ら

れるよう人的措置を基本とした条件整備を強化すること。

〇現業職員の低賃金構造を改善すること。現行の賃金水準の改悪

を行わないこと。

〇増加するメンタル不調の対策や頻発するハラスメント被害を繰

り返さない職場風土をつくるため、実効ある対策を講じること。

〇会計年度任用職員等について、同一労働同一賃金の趣旨から常

勤職員との均衡を図り、給与休暇制度の抜本的改善を図ること。

〇定年引上げについては、多様な働き方が可能な労働環境を整備

するとともに、行政サービスの水準が維持できるよう中長期的

な視点に立って、毎年度、新規採用職員の確保を行うこと。



女性･青年の要求実現へ要求書提出
賃金確定交渉における女

性および青年層職員の要求

で、自治労県職は、知事あ

てに要求書を提出しました。

青年層では若年層の賃金

引上げなどとともに、今後

の県政を担う人材を確保・

養成するため、新規採用の

増員や中堅職員不足の中での人材育成の強化を求めています。

また、育児との両立支援、ワーク・ライフ・バランスやメンタ

ルヘルス・ハラスメント対策の改善要求を掲げています。

これらの要求の実現へ向けて１１月１５日に人事課長交渉を

行います。

現業職員の課題改善へ要求書提出
自治労県職・現業評

では、現業職員の処遇

改善を求め、知事あて

要求書を提出しました。

現業職員は、厳しい定

数管理の中で、退職者

補充もなく年々職員が

減少し新規採用の無い

状態が続いていますが、一部職場では採用が再開されていま

す。引き続き、現業職員の新規採用を求めていきます。

また、定年引上げにおいても、身体的機能の低下にともな

う配慮が必要となる職種でもあります。これらの課題改善め

ざして、１１月１１日に人事課長交渉を行います。

会計年度任用職員の要求書提出
一時金･休暇の均等待遇の改善を

県で働く会計年度任用職員

等の賃金労働条件などの処遇

改善に係る要求書を知事あて

に提出しました。

県の関係職場においても会

計年度任用職員は必要不可欠

な存在として県政を支えてい

ますが、賃金や雇用は「同一労働同一賃金」を一定踏まえられ

たものの、給与面・休暇面においても格差や不均衡が改善され

ていません。特に、勤勉手当未支給の改善、休暇制度で私傷病

休暇の有給化等を求めています。また、雇用における更新回数

の制限撤廃等も掲げています。交渉は１１月１１日に実施しま

すので、参加をお願いします。
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｢2022賃金確定｣要求署名にご協力を
2022確定交渉の要求実現を図るため、各職場に知事あての要求

署名を配布しています。管理職を含めた全ての職場の皆さんに署

名をお願いしていますのでよろしくご協力をお願いします。

【第１次締切】 １１月４日（金）まで

※11月9日の総務部長交渉時に提出します

【問い合わせ先・送付先】自治労県職本部書記局（077-528-4790）

育児休業が２回まで取得可能となります
妊娠･出産･育児等と仕事の両立支援の制度改正(10月～)

10月1日から育児休業の取

得回数制限が緩和されると

ともに、柔軟な取得が可能

となります。これまで原則1

回しか取得できなかった育

休（出生後８週間以内の通

称産後パパ育休も同様）が

２回まで取得できるように

なります。

例えば、配偶者の出産時

や退院時に加えて、里帰り

から戻る時の取得など柔軟

に取得できます。また、出

生後8週間以降の育休も両親

で順番に取得すれば、交代

で育児が可能となります。

｢家庭用常備薬等｣を斡旋しています
自治労県職の「家庭用常備薬等」を斡旋しています。特に今回

は風邪薬を割安でお薦めです。各職場あてに配布しています申込

用紙でお申し込みください。

【申込締切】 １０月３１日（月）まで

【申込提出先】自治労県職書記局。守山書記局

※申込用紙がない場合は送付します。

【商品のお届け】本年１１月下旬お届け予定
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（一般の職員の場合の支給月数）

６月期 12月期

令和３年度期 1.275月（支給 1.125月（現行

末手当 済み） 1.275月）

勤勉手当 0.950月（支給 0.950月（改定

済み） なし）

４年度期末手 1.200月 1.200月

当 0.950月 0.950月

以降勤勉手当
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